
基本問題 8 

鑑定評価の基本的事項に関する次の設問に答えなさい。 

（1）対象不動産の確定について、簡潔に説明しなさい。 

（2）価格時点の意義を説明しなさい。 

（3）正常価格、限定価格、特定価格について説明しなさい。 

 

  



（1）について 

 不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物等を

物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象となる所有権及び所有権以外の権利を確

定する必要がある。対象不動産の確定は、鑑定評価の対象を明確に他の不動産と区別し、

特定することであり、それは不動産鑑定士が鑑定評価の依頼目的及び条件に照応する対象

不動産と当該不動産の現実の利用状況とを照合して確認するという実践行為を経て最終的

に確定されるべきものである。 

（2）について 

価格形成要因は、時の経過により変動するものであるから、不動産の価格はその判定の

基準となった日においてのみ妥当するものである。したがって、不動産の鑑定評価を行う

に当たっては、不動産の価格の判定の基準日を確定する必要があり、この日を価格時点と

いう。また、賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとしてその期

間の期首となる。 

価格時点は、鑑定評価を行った年月日を基準として現在の場合（現在時点）、過去の場

合（過去時点）及び将来の場合（将来時点）に分けられる。 

（3）について 

正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考

えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。

この場合において、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場と

は、以下の条件を満たす市場をいう。 

①市場参加者が自由意思に基づいて市場に参加し、参入、退出が自由であること。 

なお、ここでいう市場参加者は、自己の利益を最大化するため次のような要件を満たす

とともに、慎重かつ賢明に予測し、行動するものとする。a 売り急ぎ、買い進み等をもた

らす特別な動機のないこと。b 対象不動産及び対象不動産が属する市場について取引を成

立させるために必要となる通常の知識や情報を得ていること。c 取引を成立させるために

通常必要と認められる労力、費用を費やしていること。d 対象不動産の最有効使用を前提

とした価値判断を行うこと。e 買主が通常の資金調達能力を有していること。 

②取引形態が、市場参加者が制約されたり、売り急ぎ、買い進み等を誘引したりするよ

うな特別なものではないこと。 

③対象不動産が相当の期間市場に公開されていること。 

限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合

又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において

形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合にお

ける取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。 



限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。①借地権者が底地の併合を目

的とする売買に関連する場合②隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合③経済

合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合 

特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする

鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同

一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合におけ

る不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。 

特定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。①各論第 3 章第 1 節に規定す

る証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す

価格を求める場合②⺠事再⽣法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提とした価格

を求める場合③会社更⽣法又は⺠事再⽣法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前

提とした価格を求める場合 

 

 

 

以上 

（1520 字程度/1750 字） 

 

 

※1750 字：解答用紙の推定上限文字数 

35 字/行 × 50 行 

 


